
 

 

 

 

小児用オミクロン株対応ワクチンの接種等について 

 

国において、このたび、ファイザー社製の小児（5～11 歳）用オミクロン株対応ワクチンが令和 4

年秋開始接種の使用ワクチンに位置付けられました。これを受け、本市では、以下により小児用オ

ミクロン株対応ワクチン接種を実施します。 

また、国から令和 5年度の接種の概要が示されましたので、併せて情報提供します。 

 

１ 小児用オミクロン株対応ワクチン接種（令和 4年秋開始接種）について 

⑴ 接種対象者・開始時期等 

 使用ワクチン：ファイザー社製 5～11歳用オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチン 

接種対象者 ：小児の初回接種完了者（2回目又は 3回目まで完了） 

※最終の接種から 3か月以上経過した方 

 開始時期  ：令和 5年 4月 1日 

 ⑵ 接種体制等 

これまでと同様、医療機関における個別接種により実施します。 

接種医療機関：後日市ホームページに掲載するとともに接種券に同封したチラシにも掲載 

（現時点：約 65施設） 

予約方法  ：直接医療機関へ予約（一部の医療機関については、広島市の予約コールセン

ターや予約用 WEBサイトでの予約が可能） 

 ⑶ 接種券の送付 

既に送付している小児の 3回目接種用接種券も使用可能とします。 

このため、3 回目接種の対象者でこれまで接種券を送付していない方や 4 回目接種の対象者

（約 5,000 人）に対して、3 月 28 日に接種券を送付し、その後、順次対象となる方に送付しま

す。 

 

２ 令和 5年度の接種について 

 令和 5年度の接種の概要は、別紙（厚生労働省のリーフレット）のとおりです。 

 令和 4年秋開始接種の実施期間については、12歳以上は令和 5年 5月 7日までとなっています。

小児については令和 5年秋開始接種の開始まで接種可能です。 

 初回接種については、令和 5年度末まで継続されます。 

 なお、令和 5年春開始接種について、接種券発行方法等の詳細は決まり次第お知らせします。 






